ドメインサーバ契約代行契約書

ドメインサーバ契約代行契約書（以下「本契約」という。）は、●●（以下「甲」という。）と、●●（以下「乙」という。）との間で、乙が甲から委託を受けてドメイン取得・更新・管理及びサーバ契約に関する代行業務（以下「本業務」という。）を行うことについて、以下のとおり締結される。

（第1条　目的）
甲および乙は、甲が運営するウェブサイト又はインターネットサービスに必要なドメイン名の取得・更新・管理、並びにレンタルサーバ契約手続を、乙が代理して実施することに伴う権利義務を定めることを目的とする。

（第2条　定義）
本契約における用語の定義は、次のとおりとする。
1　「ドメイン」とは、ICANN、レジストリ及びレジストラが管理するインターネット上の識別子をいう。
2　「サーバ契約」とは、ウェブサーバ、メールサーバ、ストレージその他ホスティングサービスに関する契約をいう。
3　「管理情報」とは、取得したドメイン及びサーバ契約に関するアカウント情報、ログインID、パスワード、DNS設定情報その他関連情報をいう。
4　「レジストラ」とは、ドメインの登録・更新等を取り扱う事業者をいう。
5　「業務委託費」とは、乙が本業務の対価として甲に請求する手数料をいう。

（第3条　本業務の範囲）
1　乙が実施する本業務は、次の各号に定める内容とする。
（1）新規ドメインの取得手続
（2）既存ドメインの更新手続、WHOIS情報設定、DNSレコード設定
（3）サーバ契約の申込、更新、プラン変更手続
（4）ネームサーバ設定及び初期構築に関する技術的支援
（5）レジストラまたはホスティング事業者への問い合わせ代行
（6）甲が求める範囲でのドメイン移管手続
（7）前各号に付随する関連業務
2　前項に定めのない作業（サーバ構築・保守・運用、メール設定作業等）は、本業務に含まれず、別途甲乙協議の上、追加費用をもって実施する。

（第4条　権限の付与）
1　甲は、乙に対し、ドメイン及びサーバ契約の取得、更新、管理等に必要な範囲で、代理権を付与する。
2　乙は、甲から付与された代理権に基づき、必要な契約手続およびレジストラ、サーバ事業者との連絡行為を行う。

（第5条　管理情報の取扱い）
1　乙は、本業務遂行にあたり取得した管理情報を適切に管理し、甲の事前書面承諾なく第三者に開示してはならない。
2　甲は、乙が保有する管理情報の提供を求めることができ、乙は遅滞なくこれに応じなければならない。
3　乙が保有する管理情報の漏えい、滅失、改ざん等が発生した場合には、乙の責任において速やかに復旧し、甲に損害が生じた場合にはその全額を賠償する。

（第6条　費用及び支払方法）
1　甲は、乙に対し、本業務の対価として、業務委託費を支払うものとする。
2　ドメイン取得料、更新料、サーバ契約料その他実費はすべて甲の負担とし、乙は甲に対して実費を請求できる。
3　支払方法は、請求書発行後30日以内の銀行振込とする。

（第7条　本業務遂行上の義務）
1　乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行しなければならない。
2　乙は、甲の指示に従い、適切かつ迅速に手続を実行する。
3　乙は、故意又は過失によりドメイン喪失、更新忘れ等のトラブルを発生させてはならず、これにより甲に損害が生じた場合はその全額を賠償する。

（第8条　知的財産権）
本業務に関連して乙が作成した設定情報、設定データ、DNS構成情報その他成果物に関する知的財産権は、特段の合意がない限り甲に帰属する。

（第9条　再委託）
乙は、本業務を第三者に再委託する場合、甲の事前書面承諾を得なければならない。ただし、レジストラやホスティング事業者による通常業務はこの限りではない。

（第10条　禁止事項）
甲および乙は、次の行為を行ってはならない。
（1）相手方の名誉・信用を毀損する行為
（2）法令、レジストラ規則等に反する行為
（3）本契約に反した代理行為
（4）管理情報の不正使用

（第11条　免責）
1　乙は、レジストラ・サーバ事業者の障害、停止又は不可抗力により生じた損害について責任を負わない。
2　ただし、乙の故意又は重大な過失による場合はこの限りではない。

（第12条　契約期間）
1　本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。
2　期間満了の1か月前までに一方当事者から書面による取消しがない場合、本契約はさらに同一期間自動更新される。

（第13条　契約終了後の取扱い）
1　本契約終了後、乙は管理情報その他甲に属する情報を速やかに返還する。
2　乙によるドメイン・サーバ契約の管理権限は即時失効する。

（第14条　損害賠償）
甲または乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、相手方の通常かつ直接の損害を賠償する。

（第15条　協議事項）
本契約に定めのない事項又は本契約に疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し、円満な解決を図る。

（第16条　準拠法及び管轄裁判所）
本契約は日本法に準拠し、紛争が生じた場合、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。





●●年●●月●●日

（甲）
住所：
名称：●●
代表者：

（乙）
住所：
名称：●●
代表者：

